
司
法
書
士
無
料
法
律
相
談
会

を
開
催

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会
で
は
、

県
民
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
窓
口

と
し
て
「
司
法
書
士
法
律
相
談
セ

ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
次
の
と
お

り
司
法
書
士
に
よ
る
「
無
料
法
律

相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

予
約
は
不
要
で
す
の
で
、
当
日

直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

平
成
30
年
１
月
27
日
（
土
）

　

13
時
～
17
時

○
場
所

　

長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

○
相
談
受
付
内
容

　

身
近
な
法
律
問
題
の
相
談

○
実
施
内
容

　

司
法
書
士
に
よ
る
面
談
相
談

　

※
相
談
は
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
９
（
２
５
６
）
０
３
３
５

　

平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

国
の
検
査
を
受
け
た
種
バ
レ

イ
シ
ョ
を
購
入
し
ま
し
ょ
う

　

種
バ
レ
イ
シ
ョ
の
販
売
に
あ

た
っ
て
は
、
病
害
虫
の
侵
入
や
被

害
を
防
止
す
る
た
め
、
国
の
植
物

防
疫
官
に
よ
る
検
査
を
受
け
、「
合

格
証
票
」
を
取
得
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

種
バ
レ
イ
シ
ョ
検
疫
で
は
、
シ

ス
ト
セ
ン
チ
ュ
ウ
や
ウ
イ
ル
ス
病

な
ど
の
病
害
虫
が
い
な
い
こ
と
を

確
認
し
て
い
ま
す
。

　

バ
レ
イ
シ
ョ
に
被
害
を
及
ぼ
す

病
害
虫
の
侵
入
を
防
止
す
る
た

め
、
家
庭
菜
園
用
も
含
め
、
種
イ

モ
に
は
必
ず
国
の
合
格
証
票
が
添

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
購

入
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
農
政
部
食
の
安
全
推
進
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
８
９
１

　

役
場
農
林
課
農
政
係

　

☎
（
88
）
５
６
７
０
［
直
通
］

ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
を
設
置
し

て
い
る
人
は
飼
育
届
け
の
提

出
が
必
要
で
す

　

養
蜂
振
興
法
の
改
正
に
伴
い
、

ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
を
設
置
し
て
い

る
人
は
、
毎
年
１
月
末
ま
で
に
蜜

蜂
飼
育
届
け
の
提
出
が
必
要
で

す
。

※
今
年
、
提
出
し
て
い
る
人
で

あ
っ
て
も
、
来
年
も
引
き
続
き
飼

育
す
る
場
合
は
、
改
め
て
提
出
が

○
運
転
経
歴
証
明
書
と
は

・
鹿
児
島
県
で
運
転
免
許
の
全
部

　

申
請
取
消
を
行
っ
て
か
ら
５
年

　

以
内
の
人
が
申
請
で
き
ま
す

　
（
写
真
１
枚
と
、
交
付
手
数
料

　

１
０
０
０
円
が
必
要
で
す
）。

・
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
使

　

用
す
る
こ
と
が
で
き
、
有
効
期

　

限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
交
通
安
全
教
育
セ
ン
タ
ー
は
即

　

日
交
付
で
す
が
、　

警
察
署
で

　

の
申
請
の
場
合
は
、
後
日
、
警

　

察
署
で
の
受
け
取
り
に
な
り
ま

　

す
。

※
運
転
免
許
の
自
主
返
納
者
に
対

し
て
提
供
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
制
度

が
あ
り
ま
す
。
受
け
ら
れ
る
特
典

は
、
自
主
返
納
者
の
住
居
地
な
ど

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
久
根
警
察
署
交
通
課

　

☎
（
73
）
０
１
１
０

出
水
郡
医
師
会
准
看
護
学
校
学

生
募
集
（
二
次
募
集
）

　

出
水
郡
医
師
会
准
看
護
学
校
で

は
、
管
内
２
市
１
町
に
居
住
す
る

人
を
主
な
対
象
者
と
し
て
、
医
療

機
関
お
よ
び
介
護
施
設
な
ど
に
勤

務
す
る
准
看
護
士
を
養
成
し
て
い

ま
す
。

　

今
回
、
次
の
と
お
り
入
学
試
験

（
二
次
募
集
）
を
実
施
し
ま
す
。

○
募
集
定
員

　

若
干
名

○
修
業
年
限

　

２
年

○
受
験
資
格

　

中
学
校
卒
業
以
上
の
人

○
願
書
受
付
期
間

　

平
成
30
年
１
月
５
日
～
１
月
16
日

○
入
学
試
験
日

　

平
成
30
年
１
月
20
日
（
土
）

○
試
験
科
目

　

現
代
国
語
、
作
文
、
数
学
、
面
接

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
郡
医
師
会
准
看
護
学
校

　

☎
（
62
）
３
３
３
５

医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

忘
れ
ず
に

　

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
際

は
、
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示

が
不
要
と
な
り
、
代
わ
り
に
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
作
成
・

添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

必
要
と
な
り
ま
す
。

○
留
意
点

　

ミ
ツ
バ
チ
の
巣
箱
を
設
置
し
て

い
る
全
て
の
人
が
対
象
で
す
。

（
た
だ
し
、
花
粉
交
配
用
に
使
用

す
る
時
期
だ
け
ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育

さ
れ
る
人
の
届
出
は
不
要
で
す
）

○
提
出
期
限

　

平
成
30
年
１
月
31
日
（
水
）

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
農
政
普
及
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
５
３
１

歴
史
民
俗
資
料
館
の
ト
イ
レ

改
修
工
事
を
実
施

　

町
で
は
、
利
用
者
の
利
便
性
の

向
上
を
図
る
た
め
、
歴
史
民
俗
資

料
館
の
ト
イ
レ
改
修
工
事
を
実
施

し
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
、
仮
設

ト
イ
レ
利
用
の
お
願
い
な
ど
、
利

用
者
の
皆
さ
ん
に
大
変
御
迷
惑
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
工
事
名

　

歴
史
民
俗
資
料
館
ト
イ
レ
改
修
工
事

○
請
負
業
者

　

有
限
会
社
町
田
建
設

○
工
期

　

11
月
28
日
～
平
成
30
年
２
月
28
日

※
諸
般
の
事
情
に
よ
り
工
期
が
延

長
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
御

了
承
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化
係

　

☎
（
88
）
６
５
０
０
［
直
通
］

運
転
免
許
の
自
主
返
納
制
度

（
申
請
取
消
）
に
つ
い
て

　

運
転
免
許
の
自
主
返
納
制
度
と

は
「
加
齢
に
伴
う
身
体
機
能
の
低

下
」や「
運
転
免
許
が
不
要
に
な
っ

た
」
な
ど
の
理
由
で
自
主
的
に
運

転
免
許
証
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

取
り
消
し
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

　

運
転
免
許
自
主
返
納
者
は
「
運

転
経
歴
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
受
付
場
所

・
交
通
安
全
教
育
セ
ン
タ
ー

・
警
察
署
・
幹
部
派
出
所

　

※
交
番
・
駐
在
所
は
不
可

○
受
付
日
時

　

平
日
の
み（
年
末
年
始
を
除
く
）

　

８
時
30
分
～
11
時
30
分

　

13
時
～
16
時

○
必
要
な
も
の

・
運
転
免
許
証

・
印
鑑（
認
印
可
。
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

・
全
部
取
消
の
場
合
は
手
数
料
不
要

　

医
療
費
な
ど
の
領
収
書
（
医
療

費
通
知
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

に
つ
い
て
後
日
、
提
出
ま
た
は
提

示
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
確
定
申
告
期
限
な
ど
か

ら
５
年
間
、
自
宅
な
ど
で
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
28
年
分
以
前
の
確

定
申
告
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お

り
、
医
療
費
な
ど
の
領
収
書
の
添

付
ま
た
は
提
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最

寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

公
証
役
場
を
ご
存
じ
で
す
か

　

公
証
役
場
と
は
、
公
証
人
が
法

律
行
為
そ
の
他
私
権
に
関
す
る
事

実
に
つ
い
て
の
文
書
を
作
成
し
、

証
明
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
文

書
の
証
拠
力
を
高
め
、
ま
た
は
失

効
力
を
付
与
す
る
制
度
で
す
。

　

川
内
公
証
役
場
で
は
、
利
用
さ

れ
る
人
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る

た
め
、
昨
年
か
ら
事
務
所
を
移
転

し
、
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

遺
言
の
ほ
か
任
意
後
見
、
尊
厳

死
宣
告
、
不
動
産
賃
貸
借
、
金
銭

消
費
貸
借
、
離
婚
な
ど
の
公
証
証

書
の
作
成
や
、
会
社
設
立
の
た
め

の
定
款
認
証
な
ど
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

○
事
務
所
所
在
地

　

〒
８
９
５
‐
０
０
６
１

　

薩
摩
川
内
市
御
陵
下
町
14
番
１
号

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

川
内
公
証
役
場

　

☎
０
９
９
６
（
22
）
５
４
４
８

第
37
回
か
ら
い
も
交
流
・
春

ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
募
集

　

日
本
の
大
学
に
い
る
外
国
人
留

学
生
を
、
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
と

し
て
受
け
入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
受
入
期
間

　

平
成
30
年
３
月
11
日
～
３
月
25
日

○
申
し
込
み
締
め
切
り

　

平
成
30
年
１
月
20
日
（
土
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
か
ら
い
も
交
流

　

北
薩
ブ
ロ
ッ
ク
担
当
西
牟
田

　

☎
０
９
０
（
３
６
０
９
）
１
１
２
８

1213


